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法人インターネットバンキング・ファームバンキング等の利用規定改定のお知らせ 

 

 

平素は鳥取銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

当行では、各種 EB サービスに関する振込手数料の支払方法の変更にともない、下記利用

規定を改定することといたしましたのでお知らせいたします。 

改定後の利用規定は、改定前からお取引いただいているお客さまにも適用されますので、

あらかじめご了承ください。 

なお、改定後の利用規定は当行ホームページ「規定集」からもご確認いただけます。 

 

記 

 

1. 改定日 

2026 年 4 月 16 日（木） 

 

2. 改定する規定 

 ・とりぎん法人インターネットバンキングサービス利用規定 

 ・とりぎんファームバンキングサービス（VALUX）利用規定 

 ・とりぎんファームバンキングサービス（AnserDATAPORT）利用規定 

 ・とりぎんホームバンキングサービス「ホットライン」利用規定 

 

 

3. 改定内容 

 改定後規定 

 新旧対照表 

 

 

 

 
《本件に関するお問い合わせ先》 

とりぎんビジネス WEB サポートセンター 

TEL：0120-86-4513 

https://www.tottoribank.co.jp/oshirase/pdf/2026-04-16_kitei.pdf
https://www.tottoribank.co.jp/oshirase/pdf/2026-04-16_contrast.pdf

